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２　改訂概要

第１編　砂防

項　目

第1章　 砂防の総論 修正なし

1-1 砂防の意義 修正なし

1-2 砂防法制定の背景・経緯 修正なし

第2章　 砂防調査 第2章　砂防調査 修正なし

2-1 砂防調査の概念 2-1　総説 修正なし

2-2 生産土砂調査 2-2　基礎的な調査 修正なし

2-3 流送土砂調査 2-3　水系砂防調査 修正なし

2-4 砂防えん堤の基本調査 2-4　土石流対策調査 修正なし

2-5　火山砂防調査 修正なし

2-6　土砂災害に対するソフト対策調査 修正なし

2-7　環境調査 修正なし

2-8　流域・水系における流木調査 修正なし

2-9　砂防経済調査 修正なし

2-10　砂防えん堤の地質調査 修正なし

第3章 砂防基本計画 第3章　砂防基本計画 修正なし

3-1 砂防基本計画の概念 3-1　総説 修正なし

3-2 砂防基本計画の基本 3-2　砂防基本計画 現行基準に基づく更新・字句の加除修正

3-3 砂防施設計画 3-3　土砂生産抑制施設配置計画 修正なし

3-4 土石流対策 3-4　土砂流送制御施設配置計画 修正なし

3-5 流木対策 3-5　流木対策施設配置計画 修正なし

3-6　火山砂防施設配置計画 修正なし

第4章 設計

4-1 総説 修正なし

4-2 砂防えん堤 修正なし

4-3 床固工 修正なし

4-4 護岸工 修正なし

4-5 渓流保全工 修正なし

4-6 山腹工 修正なし

4-7 補償工事 修正なし

第5章 砂防設備の施工

5-1 砂防設備の施工一般 修正なし

5-2 各種施設の施工における留意点 修正なし

5-3 砂防設備の維持 修正なし

第6章 砂防指定地の管理 修正なし

6-1 砂防指定地の管理 修正なし

6-2 台帳整備 修正なし

6-3 指定地等の標識設置について 修正なし

参考資料

I 事業の調整 修正なし

I-1 砂防事業と治山事業 修正なし

I-2 砂防事業と土地改良事業 修正なし

改　訂　概　要
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     砂防事業においては，工種により下記に示すとおり規模を定める。 

① －１ 砂防えん堤工の対象流量は，「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」による。 

①－２ 渓流保全工の対象流量は，砂防えん堤工の対象流量及び下流河川計画と整合を図り，

福島県内降雨解析の降雨強度式に土砂混入量を考慮して決定する。土砂混入率は 5％～

10％とするが，一般の渓流では5％とする。 

 

② 対象流量の算定 

    対象流量算定地点は砂防えん堤工，床固工は，その工作物の地点で算定する。渓流保全工，床 

   固工群は，支川合流地点や流域面積が大きく変化する地点とする。また渓流保全工の上流端の床 

  固工は，渓流保全工と同様に定めるが，水通し断面は砂防えん堤工と同様とする。 

 

③ 降雨強度式           

   「福島県内降雨解析 河川計画課発行」による。 

 

3－2－3 土石流対策に関する基本的な事項 

・「国土交通省河川砂防技術基準（計画編）」基本計画編 第３章砂防（土砂災害等対策）計画 

第２節砂防基本計画 ２．３土石流対策に関する基本的な事項による。 

・「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」による。 

（１）土石流ピーク流量 

    土石流ピーク流量の算出地点が堆積区間（θ≦１０°）の場合、１波の土石流により流出す

ると想定される土砂量Ｖdqpは、渓床勾配がθ＞１０°となる流域を対象として算出する。 

    また、計画流出土砂量が1,000m3未満となる渓流の場合、１波の土石流により流出すると想

定される土砂量Ｖdqpは 1,000m3とする。 

 

3－2－4 流木対策に関する基本的な事項 

・「国土交通省河川砂防技術基準（計画編）」基本計画編 第３章砂防（土砂災害等対策）計画 

 第２節砂防基本計画 ２．４流木対策に関する基本的な事項による。 

・「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」による。 

 

 

3－2－5 火山砂防に関する基本的な事項 

「国土交通省河川砂防技術基準（計画編）」基本計画編 第３章砂防（土砂災害等対策）計画 

 第２節砂防基本計画 ２．５火山砂防に関する基本的な事項による。 
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